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 令和４年８月５日、兵庫地方最低賃金審議会（会長 梅野
う め の

 巨利
なおとし

。以下「審議会」と

いう。）は、「兵庫県最低賃金の改正決定」について、慎重に調査審議を重ねた結果、県

内の全ての事業場で働く労働者に適用される兵庫県最低賃金の改正について、下表のと

おり金額を引き上げる旨、兵庫労働局長（鈴木
す ず き

 一光
かずみつ

）に答申を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県最低賃金時間額の３２円引上げを答申 

－時間額９６０円に－ 

兵庫県最低賃金改正決定の答申 
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１ 審議会の答申 

 審議会は、令和４年７月４日に、兵庫労働局長から令和４年度兵庫県最低賃金の

改正諮問を受け、専門部会を設置して、慎重に調査審議を重ねた結果、８月５日に

兵庫労働局長に対して、兵庫県最低賃金の金額を、時間額９６０円（引上げ額 

３２円）に改正することを答申した。 

 審議会においては、「令和４年度地域別最低賃金額改定の目安について」（令和４

年８月２日中央最低賃金審議会答申）を参考にしつつ、地域における労働者の賃金

水準等を考慮し、諸般の事情を総合的に勘案して慎重に審議され、答申をまとめら

れたものである。 

 

２ 兵庫県最低賃金の決定までの今後の予定 

(1)  兵庫労働局長は、答申に対する異議の申出を令和４年８月 22日まで受け付ける。 

(2)  兵庫労働局長は、答申及び異議申出があった場合の審議会の審議結果など審議

会の意見を聴いて、兵庫県最低賃金の改正を決定し、官報に公示する予定である。 

(3)  改正された兵庫県最低賃金は、令和４年 10 月１日から発効する予定である。 

 

 



令和４年８月５日 

 

兵庫労働局長 

  鈴 木  一 光 殿 

 

 

兵庫地方最低賃金審議会 

                          会長 梅 野 巨 利 

 

 

 

兵庫県最低賃金の改正決定について（答申） 

 

当審議会は、令和４年７月４日付け兵労発基 0704 第１号をもって貴職から諮

問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙１のとおり

の結論に達したので答申する。 

また、別紙２のとおり平成 20 年８月６日付け中央最低賃金審議会の「平成 20

年度地域別最低賃金額改定の目安について（答申）」の考え方に基づき最新のデ

ータにより比較したところ、令和２年 10 月１日発効の兵庫県最低賃金（時間額

900 円）は令和２年度の兵庫県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し

添える。 

なお、今回の答申に当たっては、以下のことを政府に対し強く要望する。 

 

１ 企業物価高騰などの影響を強く受け、業績が圧迫される中小企業・小規模事

業者が、労働者を解雇することなく雇用維持できるよう、雇用調整助成金の活

用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業

への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。 

 

２ 中小企業・小規模事業者が、賃上げの原資を確保できるよう、労務費・原材

料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を行うこと。 

 

３ 中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行え

るように、現在の「業務改善助成金」制度にとどまらず、社会保険料の事業主

負担部分の免除・軽減を始めとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支

援を行うこと。 

 

 

 

㊢ 



別紙１ 

 

兵庫県最低賃金を次のとおり改正決定すること。 

 

 

１ 適用する地域 

   兵庫県の区域 

２ 適用する使用者 

   前号の地域内で事業を営む使用者 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

   １時間 ９６０ 円 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

６ 効力発生の日 

   法定どおり 

  



別紙２ 

 

兵庫県最低賃金と生活保護との比較について 

 

１ 地域別最低賃金 

(1) 件   名 兵庫県最低賃金 

(2) 最低賃金額 時間額 900 円 

(3) 発 効 日 令和２年 10 月 1 日 

 

２ 生活保護水準 

(1) 比較対象者 

18～19 歳・単身世帯者 

(2) 対象年度 

  令和２年度 

(3) 生活保護水準（令和２年度） 

生活扶助基準（第１類費＋第２類費＋期末一時扶助費）の兵庫県内の人口

加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額（107,424 円）。 

 

３ 生活保護に係る施策との整合性について 

上記１の（2）に掲げる金額の 1箇月換算額（註）と上記２の（3）に掲げ

る金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回っているとは認められなかっ

た。 

  

（註）最低賃金 1箇月換算額 

900 円（兵庫県最低賃金）×173.8（1 箇月平均法定労働時間数） 

×0.817（可処分所得の総所得に対する比率）＝127,795 円 

 

 

 


